
亀山市火災 予 防 条 例 施 行 規 則 の 一 部を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。  

令 和 元 年 ６ 月 ２ ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ８ 号  

 

   亀 山 市 火 災 予 防 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

亀 山 市 火 災 予 防 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 １ ２ ０ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ５ 号 か ら 様 式 第 ９ 号 ま で の 規 定 中 「 日 本 工

業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 様 式 第 １ ０ 号 中 「 は 日 本 工 業

規 格 」 を 「 、 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め 、 様 式 第 １ ２ 号 か ら 様 式 第 １ ６

号 ま で の 規 定 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

様 式 第 １ ７ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第１７号（第８条関係） 

 

（電話・口頭）受理    年   月   日   時   分 受信者 

 

 発信者                   電話 

 

 責任者                   現場連絡方法 

内 

 

容    

□ 火災と紛らわしい行為の届け出 

□ 道路交通障害の届け出 

□ 水道断水の届け出 

□ その他 

日 

 

時 

 

   年   月   日   時   分 から   時   分まで 

場 

 

所 

           町 

 

（目標物） 

目 

 

的 

 

 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

消火器具 
消火器 ・ 水バケツ ・ 水道ホース  

その他（               ） 

人  員 
 

終了連絡 指示済 終了連絡   有 ・ 無 

指令課連絡 済 

 



様式第１８ 号 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

様 式 第 １ ９ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第１９号（第１０条関係） 

 

少量危険物  貯蔵 

            開始（変更）届出書 

指定可燃物  取扱 
 

                                               年  月  日 

  亀山市消防長 様  
                       届出者        （電話         ） 

 

住 所                    

                           

氏 名                  印 

貯 蔵 又 は 取  
扱 い の 場 所 

所在地  

名 称  

類 、 品 名 及 び     
最 大 数 量 

類 品 名 最大貯蔵数量 １日最大取扱数量 

    

貯 蔵 又 は 取 扱 い 
方 法 の 概 要 

種 類  形 状  

容 量  板 厚  

貯 蔵 又 は        
取 扱 い の 概 要 

 

貯 蔵 又 は 取 扱 い 
場所の位置、構造及
び 設 備 概 要 

 

消防用設備等又は
特殊消防用設備等
の概要 

 

貯蔵又は取扱いの
開始（変更）予定 
期 日 又 は 期 間 

 

その他必要な事項  

※  受  付  欄 ※ 経 過 欄 

  

備 考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
２ 法人にあってはその名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 
３ 貯蔵、取扱いの位置、構造及び設備の図面を添付すること。 
４ ※印の欄は記入しないこと。 



様式第２０ 号 、 様 式 第 ２ １ 号 及 び 様式 第 ２ ３ 号 中 「 日 本 工 業 規

格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


